
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の被験者に検査画像として見せるための検査画像データを送信し、各被験者から返
答される反応信号を受信して、各被験者の視覚を検査する視覚検査装置と、
該視覚検査装置から送信される検査画像データを、複数の検査画像データに分配するため
の分配器と、
被験者の眼前に装着可能であり、 を
検査画像として被験者に表示しうる複数のフェイス・マウント・ディスプレイと、
被験者によりボタンが押されると、反応信号が出力される複数の反応ボタンと、
該反応ボタンから送信される複数の反応信号を集約して、前記視覚検査装置に送信する入
力集約装置とからなる
ことを特徴とする視覚検査設備。
【請求項２】
　被験者の眼前に装着可能であり、前記フェイス・マウント・ディスプレイに表示される
検査画像の明るさを検出して、明るさデータを前記視覚検査装置に送信する明るさセンサ
と、
前記視覚検査装置にセットアップされ、前記明るさセンサの明るさデータに合わせて、フ
ェイス・マウント・ディスプレイに送信すべき検査画像データの明るさを所望の明るさに
調節する明るさ調節部とからなる
ことを特徴とする請求項１記載の視覚検査設備。
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前記分配器によって分配された複数の検査画像データ



【請求項３】
　複数の被験者に検査画像として見せるための検査画像データを送信し、各被験者から返
答される反応信号を受信して、各被験者の視覚を検査する視覚検査装置と、
複数の被験者に検査画像を見せるためのスクリーンと、
前記視覚検査装置から送信される検査画像データを検査画像としてスクリーンに写し出す
ためのプロジェクタと、
被験者によりボタンが押されると、反応信号が出力される複数の反応ボタンと、
各反応ボタンから送信される複数の反応信号を集約して、前記視覚検査装置に送信する入
力集約装置とからなる
ことを特徴とする視覚検査設備。
【請求項４】
　被験者に装着可能であり、スクリーンからの距離を検出するための複数の距離センサと
、
前記視覚検査装置にセットアップされ、前記距離センサで検出された距離データに合わせ
て検査結果を補正する検査位置ズレ補正部とからなる
ことを特徴とする請求項３記載の視覚検査設備。
【請求項５】
　スクリーンを照明する照明と、
該照明の明るさを調節する光源制御装置と、
前記スクリーンの前方に設けられ、照度を計測する照度計センサと、
前記視覚検査装置にセットアップされ、前記照度計センサで計測した照度に合わせて、前
記光源制御装置に明るさ調整命令を送信する明るさ制御部とからなる
ことを特徴とする請求項３または４記載の視覚検査設備。
【請求項６】
　前記視覚検査装置に、
被験者の反射神経を検査する反射神経検査部がセットアップされた
ことを特徴とする請求項１、２、３、４または５記載の視覚検査設備。
【請求項７】
　前記視覚検査装置に、
被験者の動体視力を検査するための動体視力検査部がセットアップされており、
該動体視力検査部が、
検査画像を表示してから被験者により反応信号が返信されるまでのレスポンス時間から、
被験者が検査画像を認識してから押ボタンを押すまでの運動時間を反射神経として引いた
値を動体視力指標とする
ことを特徴とする請求項１、２、３、４、５または６記載の視覚検査設備。
【請求項８】
　前記視覚検査装置に、
被験者の薄明視力を検査するための薄明視力検査部がセットアップされた
ことを特徴とする請求項１、２、３、４、５、６または７記載の視覚検査設備。
【請求項９】
　前記視覚検査装置に、
被験者の明るさ順応機能を検査するための明るさ順応検査部がセットアップされた
ことを特徴とする請求項１、２、３、４、５、６、７または８記載の視覚検査設備。
【請求項１０】
　
ことを特徴とする 。
【請求項１１】
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前記視覚検査装置が、コンピュータである
請求項６、７、８または９記載の視覚検査設備

　複数の被験者の視覚を検査するために使用される視覚検査設備の作動方法であって、
該視覚検査装置から送信される検査画像データが、分配器によって、複数の検査画像デー
タに分配して複数の表示手段フェイス・マウント・ディスプレイに供給され、



【請求項１２】

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、視覚検査技術に関する。
【０００２】
【従来の技術】
　従来の視覚検査装置には、一人の被験者がのぞき込める程度の大きさの窓が設けられて
おり、被験者が一人ずつ順に視覚検査装置の窓から内部をのぞき込み、静止視力および動
体視力を検査できるようになっている。
　また、従来の視覚検査装置による動体視力の検査では、視覚検査装置によって検査画像
を表示する表示時刻から、移動する検査画像を被験者が認識して押ボタンを押し、この押
ボタンから出力される反応信号が視覚検査装置に返ってくる応答時刻までの間の時間を、
動体視力指標としている。
　他方、被験者の明るさ順応機能の検査については、静止視力および動体視力を検査する
ための視覚検査装置とは別装置の明るさ順応検査装置によって検査している。この明るさ
順応検査装置も視覚検査装置と同様に、被験者が一人ずつ検査できるようになっている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　しかるに、従来の視覚検査技術には、以下の (ｉ )～ (ｖ )に示す問題がある。
(ｉ )従来の静止視力検査、動体視力検査および明るさ順応検査については、一人一人の被
験者に対して順に検査を行うことしかできない。このため多人数の被験者に対して視覚検
査を行う場合、例えばドライバーの視覚検査、団体と医療施設の資格健康診断等には、長
い時間を浪費してしまう。
(ii)従来の動体視力指標は表示時刻と応答時刻との間の時間であるから、この動体視力指
標には、被験者が検査画像を認識する認識時間と、認識してから押ボタンを押すまでの運
動時間とが含まれている。後者の運動時間は、被験者の反射神経の優劣により個人差が大
きい。このため、動体視力は被験者の反射神経の優劣により上下することがあり、正確に
検査できていない。
(iii) 夕方や夜間に自動車による交通事故が多いことから、薄明りで物を見るための薄明
視力を検査できる視覚検査装置が求められているが、被験者の薄明視力を検査できる装置
はなかった。
(iv)静止視力および動体視力を検査する視覚検査装置は、被験者の明るさ順応機能を検査
する明るさ順応検査装置とは一体でなく別装置である。このため、両者の装置を管理する
必要があり、面倒であった。
(ｖ )視覚検査による検査精度は検査環境の明るさに依存する。従来の視覚検査装置には、
検査環境の明るさを調節できる光源制御機能を有するものはなかったので、検査結果が環
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複数の被験者の反応がそれぞれ入力される複数の反応ボタンからの反応信号が、入力集約
装置によって集約されて視覚検査装置に送信され、
入力集約装置から供給された反応信号と前記検査画像データとの照合を、視覚検査装置に
よって並列処理する
ことを特徴とする視覚検査設備の作動方法。

　複数の被験者の視覚を検査するために使用される視覚検査設備の作動方法であって、
該視覚検査装置から送信される検査画像データが、プロジェクタによってスクリーンに写
し出され、
複数の被験者の反応がそれぞれ入力される複数の反応ボタンからの反応信号が、入力集約
装置によって集約されて視覚検査装置に送信され、
入力集約装置から供給された反応信号と前記検査画像データとの照合を、視覚検査装置に
よって並列処理する
ことを特徴とする視覚検査設備の作動方法。



境の明るさの変化に左右され正確でない。
【０００４】
　本発明はかかる事情に鑑み、 (１ )視覚検査を多人数の被験者に対して並行処理でき、検
査時間を短縮でき、 (２ )被験者の反射神経の優劣に関係なく動体視力を正確に検査でき、
(３ )薄明視力検査を行うことができ、 (４ )明るさ順応機能を一体の装置で検査することが
でき、 (５ )検査環境の明るさを調節でき、高い検査精度で視覚検査を行うことができる視
覚検査技術を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の視覚検査設備は、複数の被験者に検査画像として見せるための検査画像デー
タを送信し、各被験者から返答される反応信号を受信して、各被験者の視覚を検査する視
覚検査装置と、該視覚検査装置から送信される検査画像データを、複数の検査画像データ
に分配するための分配器と、被験者の眼前に装着可能であり、

を検査画像として被験者に表示しうる複数のフェイス・マウン
ト・ディスプレイと、被験者によりボタンが押されると、反応信号が出力される複数の反
応ボタンと、該反応ボタンから送信される複数の反応信号を集約して、前記視覚検査装置
に送信する入力集約装置とからなることを特徴とする。
　請求項２の視覚検査設備は、請求項１記載の発明において、被験者の眼前に装着可能で
あり、前記フェイス・マウント・ディスプレイに表示される検査画像の明るさを検出して
、明るさデータを前記視覚検査装置に送信する明るさセンサと、前記視覚検査装置にセッ
トアップされ、前記明るさセンサの明るさデータに合わせて、フェイス・マウント・ディ
スプレイに送信すべき検査画像データの明るさを所望の明るさに調節する明るさ調節部と
からなることを特徴とする。
　請求項３の視覚検査設備は、  複数の被験者に検査画像として見せるための検査画像デ
ータを送信し、各被験者から返答される反応信号を受信して、各被験者の視覚を検査する
視覚検査装置と、複数の被験者に検査画像を見せるためのスクリーンと、前記視覚検査装
置から送信される検査画像データを検査画像としてスクリーンに写し出すためのプロジェ
クタと、被験者によりボタンが押されると、反応信号が出力される複数の反応ボタンと、
各反応ボタンから送信される複数の反応信号を集約して、前記視覚検査装置に送信する入
力集約装置とからなることを特徴とする。
　請求項４の視覚検査設備は、請求項３記載の発明において、被験者に装着可能であり、
スクリーンからの距離を検出するための複数の距離センサと、前記視覚検査装置にセット
アップされ、前記距離センサで検出された距離データに合わせて検査結果を補正する検査
位置ズレ補正部とからなることを特徴とする。
　請求項５の視覚検査設備は、請求項３または４記載の発明において、スクリーンを照明
する照明と、該照明の明るさを調節する光源制御装置と、前記スクリーンの前方に設けら
れ、照度を計測する照度計センサと、前記視覚検査装置にセットアップされ、前記照度計
センサで計測した照度に合わせて、前記光源制御装置に明るさ調整命令を送信する明るさ
制御部とからなることを特徴とする。
　請求項６の視覚検査設備は、請求項１、２、３、４または５記載の発明において、前記
視覚検査装置に、被験者の反射神経を検査する反射神経検査部がセットアップされたこと
を特徴とする。
　請求項７の視覚検査設備は、請求項１、２、３、４、５または６記載の発明において、
前記視覚検査装置に、被験者の動体視力を検査するための動体視力検査部がセットアップ
されており、該動体視力検査部が、検査画像を表示してから被験者により反応信号が返信
されるまでのレスポンス時間から、被験者が検査画像を認識してから押ボタンを押すまで
の運動時間を反射神経として引いた値を動体視力指標とすることを特徴とする。
　請求項８の視覚検査設備は、請求項１、２、３、４、５、６または７記載の発明におい
て、前記視覚検査装置に、被験者の薄明視力を検査するための薄明視力検査部がセットア
ップされたことを特徴とする。
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前記分配器によって分配さ
れた複数の検査画像データ



　請求項９の視覚検査設備は、請求項１、２、３、４、５、６、７または８記載の発明に
おいて、前記視覚検査装置に、被験者の明るさ順応機能を検査するための明るさ順応検査
部がセットアップされたことを特徴とする。
　請求項１０の は、

ことを特徴とする。
　

ことを特徴とする。
　

ことを特徴とする。
【０００６】
　請求項１の発明によれば、視覚検査装置から送信される検査用画像データを、分配器に
よって分配し、複数のフェイス・マウント・ディスプレイに同時に検査画像を表示させる
ことができる。このため、各フェイス・マウント・ディスプレイを装着している被験者に
、検査画像を見せることができる。各被験者が反応ボタンを押すと、各反応ボタンから出
力される複数の反応信号が入力集約装置によって集約され、視覚検査装置に送信される。
このため、複数の被験者の反応信号が視覚検査装置に送信される。視覚検査装置では、各
被験者に送った検査画像データとその被験者から送られた反応信号とが照合され、被験者
の視覚検査が行われる。よって、視覚検査を多人数の被験者に対して並行処理でも、検査
時間を短縮できる。
　請求項２の発明によれば、明るさ調節部によって明るさセンサの明るさデータに合わせ
て、フェイス・マウント・ディスプレイに送信すべき検査画像データの明るさを所望の明
るさに調節することができる。前記明るさデータは、明るさセンサによってフェイス・マ
ウント・ディスプレイに表示される検査画像の明るさを検出したデータであるから、フェ
イス・マウント・ディスプレイに表示される検査画像の明るさを所望の明るさに調節する
ことができる。
　請求項３の発明によれば、視覚検査装置からプロジェクタに検査用画像データが送信さ
れ、プロジェクタによってスクリーン上に検査画像が映し出されるから、検査画像を全て
の被験者に見せることができる。各被験者が反応ボタンを押すと、この反応ボタンから反
応信号が視覚検査装置に送信される。このため、複数の被験者の反応信号が視覚検査装置
に送信される。視覚検査装置では、各被験者に送った検査画像データとその被験者から送
られた反応信号とが照合され、被験者の視覚検査が行われる。よって、視覚検査を多人数
の被験者に対して並行処理でも、検査時間を短縮できる。
　請求項４の発明によれば、検査位置ズレ補正部によって、距離センサとスクリーンとの
間の距離に合わせて検査結果を補正することができる。このため、距離センサを装着した
被験者の検査位置とスクリーンとの間の距離に合わせて検査結果を補正することができる
。
　請求項５の発明によれば、視覚検査位置の明るさ制御部によって、照度計センサで計測
したスクリーンの照度に合わせて、照明の明るさを制御することができる。
　請求項６の発明によれば、反射神経検査部によって、被験者の反射神経を検査すること
ができる。
　請求項７の発明によれば、被験者が検査画像を認識してから押ボタンを押すまでの運動
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視覚検査設備 請求項６、７、８または９記載の発明において、前記視
覚検査装置が、コンピュータである

請求項１１の視覚検査装置の作動方法は、複数の被験者の視覚を検査するために使用さ
れる視覚検査設備の作動方法であって、該視覚検査装置から送信される検査画像データが
、分配器によって、複数の検査画像データに分配して複数の表示手段フェイス・マウント
・ディスプレイに供給され、複数の被験者の反応がそれぞれ入力される複数の反応ボタン
からの反応信号が、入力集約装置によって集約されて視覚検査装置に送信され、入力集約
装置から供給された反応信号と前記検査画像データとの照合を、視覚検査装置によって並
列処理する

請求項１２の視覚検査装置の作動方法は、複数の被験者の視覚を検査するために使用さ
れる視覚検査設備の作動方法であって、該視覚検査装置から送信される検査画像データが
、プロジェクタによってスクリーンに写し出され、複数の被験者の反応がそれぞれ入力さ
れる複数の反応ボタンからの反応信号が、入力集約装置によって集約されて視覚検査装置
に送信され、入力集約装置から供給された反応信号と前記検査画像データとの照合を、視
覚検査装置によって並列処理する



時間を引いた時間を動体視力指標としているから、被験者の反射神経の優劣に関係なく動
体視力を正確に検査できる。
　請求項８の発明によれば、薄明視力検査部によって、被験者の薄明視力を検査すること
ができる。
　請求項９の発明によれば、明るさ順応機能を一体の装置で検査することができる。
　請求項１０の発明によれば、被験者の視覚を検査することができる。
　請求項１１の発明によれば、検査画像データと反応信号とを被験者毎に照合して、複数
の被験者の視覚検査を並列処理することができるから、視覚検査時間を短縮することがで
きる。
　請求項１２の発明によれば、検査画像データと反応信号とを被験者毎に照合して、複数
の被験者の視覚検査を並列処理することができるから、視覚検査時間を短縮することがで
きる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
　つぎに、本発明の実施形態を図面に基づき説明する。
　図１は第１実施形態の視覚検査設備の概略構成図である。同図に示すように、第１実施
形態の視覚検査設備は、視覚検査装置１、分配器２、複数のフェイス・マウント・ディス
プレイ３、複数の明るさセンサ３Ｂ、複数の反応ボタン４および入力集約装置５から構成
されたものである。
【０００８】
　視覚検査装置１は、視覚検査システム１０を備えたコンピュ－タであるが詳細は後述す
る。
　分配器２は、視覚検査装置１から送信される検査画像データを、複数の検査画像データ
に分配するための装置である。分配器２としては、例えば映像分配装置を使用すればよい
。
　フェイス・マウント・ディスプレイ３は、被験者の眼前に装着可能であり、前記検査画
像データを検査画像として被験者に表示しうる装置である。フェイス・マウント・ディス
プレイ３としては、例えば OLYMPUS社製の（商品名） Eye-Trek　ＦＭＤ－７００を使用す
ればよい。
　明るさセンサ３Ｂは、フェイス・マウント・ディスプレイ３に表示された検査画像の明
るさを検出して、明るさデータを視覚検査装置１に送信するセンサである。明るさセンサ
３Ｂとしては、例えばローム社製（商品名） RPM-075PTを使用すればよい。
　反応ボタン４は、被験者によりボタンが押されると、反応信号が出力される装置である
。反応ボタン４としては、例えばナショナル社製の汎用反応ボタン（規格： 1A15V）を使
用すればよい。
　入力集約装置５は、反応ボタン４から送信される複数の反応信号を集約して、前記視覚
検査装置１に送信する装置である。入力集約装置５としては、例えば東洋電子工業社製の
（商品名）ＩＳ－５００を使用すればよい。
　なお、前記フェイス・マウント・ディスプレイ３、明るさセンサ３Ｂおよび反応ボタン
４は、視覚を検査する被験者Ｕの人数分用意すればよい。
【０００９】
　図２は第１実施形態の視覚検査設備の事象トレース図である。同図に示すように、視覚
検査装置１から送信される検査用画像データを、分配器２によって分配し、複数のフェイ
ス・マウント・ディスプレイ３に同時に検査画像を表示させることができる。このため、
各フェイス・マウント・ディスプレイ３を装着している被験者Ｕに、検査画像を見せるこ
とができる。各被験者Ｕが反応ボタン４を押すと、各反応ボタン４から出力される複数の
反応信号が入力集約装置５によって集約され、視覚検査装置１に送信される。このため、
複数の被験者Ｕの反応信号が視覚検査装置１に送信される。視覚検査装置１では、各被験
者に送った検査画像データとその被験者から送られた反応信号とが照合され、被験者の視
覚検査が行われる。
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【００１０】
　つぎに、視覚検査装置１を詳しく説明する。
　図３は視覚検査装置１０のシステム構成図である。同図に示すように、視覚検査装置１
はコンピュータであり、視覚検査システム１０が格納されている。視覚検査システム１０
には、データを格納して管理するためのデータベースおよびデータを処理するための検査
プログラム１２～１６を備えている。
【００１１】
　まず、視覚検査システム１０のデータベースを説明する。
　図４はデータベース DB2, DB11, DB12, DB31～ DB35の説明図である。図５はデータベー
ス DB4 ～ DB10の説明図である。図４に示すように、視覚検査システム１０には、データベ
ース DB11、 DB12、 DB2 、 DB31、 DB32、 DB33、 DB34、 DB35、 DB4 、 DB5 、 DB6 、 DB7 、 DB8 
、 DB9 および DB10を備えている。
　環境明るさ DB11は、被験者ＩＤ毎に、明るさデータを格納して管理するためのデータベ
ースである。明るさデータとしては、時刻および明るさ等を格納すればよい。
　被験者位置 DB12は、被験者ＩＤ毎に、位置データを格納して管理するためのデータベー
スである。位置データとしては、Ｄ１およびＤ２を等を格納すればよい。
　検査結果の補正 DB2 は、被験者 ID毎に、標準明るさデータおよび標準位置データを格納
して管理するためのデータベースである。標準明るさデータとしては、明るさおよび視力
を等を格納すればよい。標準位置データとしては位置および視力等を格納すればよい。
【００１２】
　反射神経加齢特性 DB31は、被験者ＩＤ毎に、反射神経加齢特性データを格納して管理す
るためのデータベースである。反射神経加齢特性データとしては、被験者の年代および平
均反応時間等を格納すればよい。
　静止視力加齢特性 DB32は、被験者ＩＤ毎に、視力加齢特性データを格納して管理するた
めのデータベースである。視力加齢特性データとしては、被験者の年代および平均静止視
力等を格納しておけばよい。
　動体視力加齢特性 DB33は、被験者ＩＤ毎に、視力加齢特性データを格納して管理するた
めのデータベースである。視力加齢特性データとしては、被験者の年代および平均動体視
力等を格納しておけばよい。
明るさ順応力加齢特性 DB34は、被験者ＩＤ毎に、視力加齢特性データを格納して管理する
ためのデータベースである。視力加齢特性データとしては、被験者の年代および平均明る
さ順応力等を格納しておけばよい。
　薄明視力加齢特性 DB35は、被験者ＩＤ毎に、薄明視力加齢特性データを格納して管理す
るためのデータベースである。薄明視力加齢特性データとしては、被験者の年代および平
均薄明視力を格納しておけばよい。
【００１３】
　図５に示すように、反射神経測定結果 DB4 は、被験者ＩＤ毎に、反射時間を格納して管
理するためのデータベースである。
　静止視力算出条件 DB5 は、被験者ＩＤ毎に、視力加齢特性データを格納して管理するた
めのデータベースである。視力加齢特性データとしては、刺激番号、被験者と指標との距
離、刺激サイズ等を格納すればよい。
　静止視力測定結果 DB6 は、被験者ＩＤ毎に、静止視力を格納して管理するためのデータ
ベースである。
【００１４】
　動体視力測定結果 DB7 は、被験者ＩＤ毎に、動体視力を格納して管理するためのデータ
ベースである。
　薄明視力算出条件 DB8 は、被験者ＩＤ毎に、薄明視力算出条件データを格納して管理す
るためのデータベースである。薄明視力算出条件データとしては、刺激番号、被験者と指
標との距離、刺激サイズと明るさ等を格納すればよい。
【００１５】
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　薄明視力測定結果 DB9 は、被験者ＩＤ毎に、薄明視力を格納して管理するためのデータ
ベースである。
　明るさ順応測定結果 DB10は、被験者ＩＤ毎に、明るさ順応力を格納して管理するための
データベースである。
【００１６】
　図６は視覚検査処理のフローチャートである。同図に示すように、視覚検査システム１
０の検査プログラム１２～１６によって検査画像データが分配器２を経由して複数のフェ
イス・マウント・ディスプレイ３に送信される。各フェイス・マウント・ディスプレイ３
の内部の明るさが明るさセンサ３Ｂによって測定され (S1)、測定データが環境明るさ DB11
に記録される (S2)。
　そして、検査プログラム１２～１６によって各種の視覚検査処理が実施される (S3)。こ
の検査プログラム１２～１６の詳細については後述する。
　ついで、補正プログラムによって、検査結果の補正 DB2 中のデータを使用して検査結果
が補正される (S4)。全ての検査が完了すれば (S5)、補正された結果と反射神経加齢特性 DB
31、静止視力加齢特性 DB32または動体視力加齢特性 DB33によって検査結果が解析される (S
6)。最後に、出力プログラムによって、検査結果がプリンタやモニタに表示されるのであ
る (S7)。
【００１７】
　つぎに、検査プログラム１１～１６を説明する。
　再び図３に示すように、視覚検査システム１０には、検査プログラムとして、明るさ調
節プログラム１１、反射神経検査プログラム１２、視力検査プログラム１３、動体視力検
査プログラム１４、薄明視力検査プログラム１５および明るさ順応力検査プログラム１６
がセットアップされている。
【００１８】
　まず、明るさ調節プログラム１１を説明する。
明るさ調節プログラム１１は、明るさセンサ３Ｂの明るさデータに合わせて、フェイス・
マウント・ディスプレイ３に送信すべき検査画像データの明るさを所望の明るさに調節す
るためのプログラムである。
　このため、明るさ調節プログラム１１によって、明るさセンサ３Ｂの明るさデータに合
わせて、フェイス・マウント・ディスプレイ３に送信すべき検査画像データの明るさを所
望の明るさに調節することができる。前記明るさデータは、明るさセンサ３Ｂによってフ
ェイス・マウント・ディスプレイ３に表示される検査画像の明るさを検出したデータであ
るから、フェイス・マウント・ディスプレイ３に表示される検査画像の明るさを所望の明
るさに調節することができる。
【００１９】
　つぎに、反射神経検査プログラム１２を説明する。
　図７は反射神経検査処理のフローチャートである。同図に示すように、反射神経検査プ
ログラム１２は、被験者Ｕに送信した検査画像データと被験者Ｕから送信された反応信号
を照合し、反射神経を出力するプログラムである。反射神経を測定する場合には、検査画
像データを分配器２に送信すると、この検査画像データは、分配器２を経由してフェイス
・マウント・ディスプレイ３に送信され、被験者Ｕに反射神経刺激、例えばＣランドル環
検査画像として呈示される (S11)。
　被験者ＵがＣランドル環の開け口の方向がわかれば、反応ボタン４が押されると、反応
ボタン４の反応信号は入力集約装置５を経由して視覚検査装置１の視覚検査システム１０
に送信される。視覚検査システム１０では、反射神経検査プログラム１２によって被験者
Ｕの判断が正しいかどうかが判断され (S12)、正しい場合には反応時間がデータベースに
記録され (S13)、誤った場合には反応時間は記録されない。測定回数が設定回数を超える
まで、上記ステップ (S11)～ (S13)が繰り返される (S14)。
　測定回数が設定回数が超えない場合には、全ての被験者Ｕの測定が完了すると (S15)、
再びステップ S11が実行される。まだ全ての被験者Ｕの測定が完了していない場合には、
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設定時間が終了になると (S16)、再びステップ S11が実行される。このため、いつまでたっ
ても反応ボタンを押さない人がいると測定が中断されることを防止することができる。
【００２０】
　つぎに、反射神経の加齢効果が算出され、反射神経測定結果 DB4 に格納される (S17)。
　全ての検査が完了していなければ (S18)、その他の検査が実行され、完了していれば、
反射神経加齢特性 DB31の反射神経加齢特性データ、静止視力加齢特性 DB32の静止視力加齢
特性データ、動体視力加齢特性 DB33の動体視力加齢特性データ、明るさ順応力加齢特性 DB
34の明るさ順応力課程特性データ、薄明視力加齢特性 DB35の薄明視力加齢特性データに基
づき全ての検査結果が解析される (S19)。
　最後に、検査結果がモニタやプリンタに出力される (S20)。
【００２１】
　つぎに、静止視力検査プログラム１３を説明する。
　図８は静止視力検査処理のフローチャートである。同図に示すように、静止視力検査プ
ログラム１３は、被験者Ｕに送信した検査画像と被験者Ｕから送信された反応信号を照合
し、静止視力を出力するプログラムである。
　静止視力を検査する場合には、視力検査プログラム１３によって、検査画像データを分
配器２に送信すると、この検査画像データはフェイス・マウント・ディスプレイ３によっ
て、被験者Ｕに静止視力刺激、例えばＣランドル環検査画像として呈示される (S21)。被
験者Ｕによって、反応ボタン４が押されると、反応ボタン４の反応信号は入力集約装置５
を経由して視覚検査装置１の視覚検査システム１０に送信される。視覚検査システム１０
では、視力検査プログラム１３によって、被験者Ｕの判断が正しいかどうかが判断され (S
22)、正しい場合には、その静止視力刺激の番号が記録される (S23)。測定回数が設定回数
を超えるまで、上記ステップ (S21)～ (S23)が繰り返される (S24)。
　測定回数が設定回数が超えない場合には、全ての被験者Ｕの測定が完了すると (S25)、
再びステップ S21が実行される。まだ全ての被験者Ｕの測定が完了していない場合には、
設定時間が終了になると (S26)、再びステップ S21が実行される。このため、いつまでたっ
ても反応ボタンを押さない人がいると測定が中断されることを防止することができる。
【００２２】
　つぎに、静止視力算出条件 DB5 と検査結果によって静止視力が算出され、静止視力測定
結果 DB6 に格納される (S27)。
　全ての検査が完了していなければ (S28)、その他の検査が実行され、完了していれば、
反射神経加齢特性 DB31の反射神経加齢特性データ、静止視力加齢特性 DB32の静止視力加齢
特性データ、動体視力加齢特性 DB33の動体視力加齢特性データ、明るさ順応力加齢特性 DB
34の明るさ順応力課程特性データ、薄明視力加齢特性 DB35の薄明視力加齢特性データによ
って全ての検査結果が解析される (S29)。
　最後に、検査結果がモニタやプリンタに出力される (S30)。
【００２３】
　つぎに、動体視力検査プログラム１４を説明する。
　図９は動体視力検査処理のフローチャートである。同図に示すように、動体視力検査プ
ログラム１４は、被験者Ｕに送信した検査画像データと被験者Ｕから送信された反応信号
を照合し、動体視力を出力するプログラムである。
　動体視力を検査する場合には、動体視力検査プログラム１４によって、検査画像データ
を分配器２に送信すると、この検査画像データはフェイス・マウント・ディスプレイ３に
よって、被験者Ｕに動体視力刺激、例えば一定速度で移動する検査画像として呈示される
(S31)。被験者Ｕによって、反応ボタン４が押されると、反応ボタン４の反応信号は入力
集約装置５を経由して視覚検査装置１の視覚検査システム１０に送信される。視覚検査シ
ステム１０では、動体視力検査プログラム１４によって、被験者Ｕの判断が正しいかどう
かが判断され (S32)、正しい場合には反応時間がデータベースに記録され (S33)、誤った場
合には反応時間は記録されない。測定回数が設定回数を超えるまで、上記ステップ (S31)
～ (S33)が繰り返される (S34)。
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　測定回数が設定回数が超えない場合には、全ての被験者Ｕの測定が完了すると (S35)、
再びステップ S31が実行される。まだ全ての被験者Ｕの測定が完了していない場合には、
設定時間が終了になると (S36)、再びステップ S31が実行される。このため、いつまでたっ
ても反応ボタンを押さない人がいると測定が中断されることを防止することができる。
【００２４】
　つぎに、反射神経測定結果 DB4 と検査結果によって動体視力が算出され、動体視力測定
結果 DB7 に格納される (S37)。
　全ての検査が完了していなければ (S38)、その他の検査が実行され、完了していれば、
反射神経加齢特性 DB31の反射神経加齢特性データ、静止視力加齢特性 DB32の静止視力加齢
特性データ、動体視力加齢特性 DB33の動体視力加齢特性データ、明るさ順応力加齢特性 DB
34の明るさ順応力課程特性データ、薄明視力加齢特性 DB35の薄明視力加齢特性データによ
って全ての検査結果が解析される (S39)。
　最後に、検査結果がモニタやプリンタに出力される (S40)。
【００２５】
　つぎに、薄明視力検査プログラム１５を説明する。
　図１０は薄明視力検査処理のフローチャートである。同図に示すように、薄明視力検査
プログラム１５は、被験者Ｕに送信した検査画像データと被験者Ｕから送信された反応信
号を照合し、薄明視力を出力するプログラムである。
　薄明視力を検査する場合には、薄暮視力検査プログラム１５によって、検査画像データ
を分配器２に送信すると、この検査画像データはフェイス・マウント・ディスプレイ３に
よって、被験者Ｕに薄明視力刺激、例えば薄暗い検査画像が呈示される (S41)。被験者Ｕ
によって、反応ボタン４が押されると、反応ボタン４の反応信号は入力集約装置５を経由
して視覚検査装置１の視覚検査システム１０に送信される。視覚検査システム１０では、
薄暮視力検査プログラム１５によって、被験者Ｕの判断が正しいかどうかが判断され (S42
)、正しい場合には薄明視力刺激の番号が記録される (S43)。測定回数が設定回数を超える
まで、上記ステップ (S41)～ (S43)が繰り返される (S44)。
　測定回数が設定回数が超えない場合には、全ての被験者Ｕの測定が完了すると (S45)、
再びステップ S41が実行される。まだ全ての被験者Ｕの測定が完了していない場合には、
設定時間が終了になると (S46)、再びステップ S41が実行される。このため、いつまでたっ
ても反応ボタンを押さない人がいると測定が中断されることを防止することができる。
【００２６】
　つぎに、薄明視力算出条件 DB8 と検査結果によって薄明視力が算出され、薄明視力測定
結果 DB9 に格納される (S47)。
　全ての検査が完了していなければ (S48)、その他の検査が実行され、完了していれば、
反射神経加齢特性 DB31の反射神経加齢特性データ、静止視力加齢特性 DB32の静止視力加齢
特性データ、動体視力加齢特性 DB33の動体視力加齢特性データ、明るさ順応力加齢特性 DB
34の明るさ順応力課程特性データ、薄明視力加齢特性 DB35の薄明視力加齢特性データによ
って全ての検査結果が解析される (S49)。
　最後に、検査結果がモニタやプリンタに出力される (S50)。
【００２７】
　つぎに、明るさ順応力検査プログラム１６を説明する。
　図１１は明るさ順応力検査処理のフローチャートである。同図に示すように、明るさ順
応力検査プログラム１６は、被験者Ｕに送信した検査画像データと被験者Ｕから送信され
た反応信号を照合し、順応力を出力するプログラムである。
　明るさ順応力を検査する場合には、明るさ順応力検査プログラム１６によって、検査画
像データを分配器２に送信すると、この検査画像データはフェイス・マウント・ディスプ
レイ３によって、まず明所視刺激が呈示される (S51) 。順応時間が設定時間を超えるまで
、明所刺激が呈示される。被験者Ｕに、例えば暗いＣランドル環画像がだんだん明るくな
ってくる刺激が呈示される (S61)。被験者Ｕによって、反応ボタン４が押されると、反応
ボタン４の反応信号は入力集約装置５を経由して視覚検査装置１の視覚検査システム１０
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に送信される。視覚検査システム１０では、、明るさ順応力検査プログラム１６によって
、被験者Ｕの判断が正しいかどうかが判断され (S62)、正しい場合には反応時間がデータ
ベースに記録され (S63)、誤った場合には反応時間は記録されない。測定回数が設定回数
を超えるまで、上記ステップ (S61)～ (S63)が繰り返される (S64)。
　測定回数が設定回数が超えない場合には、全ての被験者Ｕの測定が完了すると (S65)、
再びステップ S61が実行される。まだ全ての被験者Ｕの測定が完了していない場合には、
設定時間が終了になると (S66)、再びステップ S61が実行される。このため、いつまでたっ
ても反応ボタンを押さない人がいると測定が中断されることを防止することができる。
【００２８】
　つぎに、反射神経測定結果 DB4 の反射神経結果と順応検査結果によって明るさ順応力が
算出され、明るさ順応測定結果 DB10に格納される (S57)。
　全ての検査が完了していなければ (S68)、その他の検査が実行され、完了していれば、
反射神経加齢特性 DB31の反射神経加齢特性データ、静止視力加齢特性 DB32の静止視力加齢
特性データ、動体視力加齢特性 DB33の動体視力加齢特性データ、明るさ順応力加齢特性 DB
34の明るさ順応力課程特性データ、薄明視力加齢特性 DB35の薄明視力加齢特性データによ
って全ての検査結果が解析される (S69)。
　最後に、検査結果がモニタやプリンタに出力される (S70)。
【００２９】
　図２に示すように、本実施形態の視覚検査設備によれば、視覚検査装置１から送信され
る検査用画像データを、分配器２によって分配し、複数のフェイス・マウント・ディスプ
レイ３に同時に検査画像を表示させることができる。このため、各フェイス・マウント・
ディスプレイ３を装着している被験者Ｕに、検査画像を見せることができる。
　各被験者Ｕが反応ボタン４を押すと、各反応ボタン４から出力される複数の反応信号が
入力集約装置５によって集約され、視覚検査装置１に送信される。このため、複数の被験
者Ｕの反応信号が視覚検査装置１に送信される。視覚検査装置１では、各被験者Ｕに送っ
た検査画像データとその被験者から送られた反応信号とが照合され、被験者Ｕの視覚検査
が行われる。よって、視覚検査を多人数の被験者Ｕに対して並行処理でも、検査時間を短
縮できる。
【００３０】
　また、明るさ調節プログラム１１によって明るさセンサ３Ｂの明るさデータに合わせて
、フェイス・マウント・ディスプレイ３に送信すべき検査画像データの明るさを所望の明
るさに調節することができる。前記明るさデータは、明るさセンサ３Ｂによってフェイス
・マウント・ディスプレイ３に表示される検査画像の明るさを検出したデータであるから
、フェイス・マウント・ディスプレイ３に表示される検査画像の明るさを所望の明るさに
調節することができる。
【００３１】
　つぎに、第２実施形態の視覚検査設備を説明する。
　図１２は第２実施形態の視覚検査設備の概略構成図である。同図に示すように、第２実
施形態の視覚検査設備は、視覚検査装置１β、プロジェクタ６、スクリーン７、複数の反
応ボタン４、入力集約装置５および照度調節部３０から構成されたものである。
【００３２】
　図１３に示すように、視覚検査装置１βからプロジェクタ６に検査用画像データが送信
され、プロジェクタ６によってスクリーン７上に検査画像が映し出されるから、検査画像
を全ての被験者Ｕに見せることができる。各被験者Ｕが反応ボタン４を押すと、この反応
ボタン４から反応信号が視覚検査装置１βに送信される。このため、複数の被験者Ｕの反
応信号が視覚検査装置１βに送信される。視覚検査装置１βでは、各被験者Ｕに送った検
査画像データとその被験者Ｕから送られた反応信号とが照合され、被験者の視覚検査が行
われる
【００３３】
　第２実施形態の視覚検査設備における反応ボタン４および入力集約装置５は、第１実施
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形態の視覚検査設備における反応ボタン４および入力集約装置５と実質同様のものである
。
　そこで、視覚検査システム１０β、プロジェクタ６、スクリーン７および照度調節部３
３を説明する。
【００３４】
　図１４は視覚検査システム１０βのシステム構成図である。同図に示すように、視覚検
査装置１βはコンピュータであり、視覚検査システム１０βが格納されている。
　視覚検査システム１０βには、データを格納して管理するためのデータベースおよびデ
ータを処理するための検査プログラム１１～１７を備えている。
【００３５】
　視覚検査システム１０βのデータベースおよび検査プログラム１１～１６については、
前述の視覚検査システム１０のデータベースおよび検査プログラム１１～１６と実質同様
のものである。
【００３６】
　そこで、検査位置補正プログラム１７を説明する。
　図１５は検査位置補正の原理説明図である。同図に示すように、検査位置補正プログラ
ム１７は、被験者Ｕが立っている位置に応じて、検査結果に補正を加えるものである。例
えば、図中のＴは視力検査刺激の大きさ（横軸方向の長さ）、１列目と２列目の被験者Ｕ

1 1 ,Ｕ 2 1とスクリーン７との垂直距離はそれぞれＤ 1 1，Ｄ 1 2であり、被験者Ｕ 1 1と検査刺
激との距離ｄ 1 1である。視力は被験者から検査刺激を見るときの視野角度によって計算さ
れる。三角関数を用いて被験者Ｕ 1 3とＵ 1 1が検査刺激Ｔを観察するときの視野角度α 1 3と
α 1 1は下記の式によって計算され、検査結果に補正を加えることができる。同様な方法で
、被験者Ｕ 2 1などの他の被験者の検査位置を補正できる。
α 1 3　　＝  2 tangent (0.5T/ D1 1 )　　　　　　　　　　　　　　　　　 (1)
α 1 1　　＝　 tangent ((T+ d1 1 )/ D1 1 )　－  tangent (d1 1－ 0.5T/ D1 1 )　　  (2)
【００３７】
　プロジェクタ６は、検査画像データを検査画像としてプロジェクタ６に写し出すための
装置である。
　スクリーン７は、複数の被験者Ｕに検査画像を見せるためのものである。
【００３８】
　照度調節部３０は、照度計センサ３１、光源制御装置３２および照明３３から構成され
たものである。
　照度計センサ３１は、照明３３の明るさを測定して、明るさ信号光源制御装置３２に送
信するセンサである。
　光源制御装置３２は、照度計センサ３１から送信される照明３３の明るさ信号に応じて
、照明３３にその明るさを調節するように信号を送信する装置である。
　照明３３は、光源制御装置３２によって明るさが制御される。
【００３９】
　つぎに、第２実施形態の視覚検査設備の作用効果を説明する。
　図１２に示すように、視覚検査装置１βからプロジェクタ６に検査用画像データが送信
され、プロジェクタ６によってスクリーン７上に検査画像が映し出されるから、検査画像
を全ての被験者Ｕに見せることができる。各被験者Ｕが反応ボタン４を押すと、この反応
ボタン４から反応信号が視覚検査装置１βに送信される。このため、複数の被験者Ｕの反
応信号が視覚検査装置１βに送信される。視覚検査装置１βでは、各被験者Ｕに送った検
査画像データとその被験者Ｕから送られた反応信号とが照合され、被験者の視覚検査が行
われるという効果を奏する。
【００４０】
【発明の効果】
　請求項１の発明によれば、視覚検査装置から送信される検査用画像データを、分配器に
よって分配し、複数のフェイス・マウント・ディスプレイに同時に検査画像を表示させる
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ことができる。このため、各フェイス・マウント・ディスプレイを装着している被験者に
、検査画像を見せることができる。各被験者が反応ボタンを押すと、各反応ボタンから出
力される複数の反応信号が入力集約装置によって集約され、視覚検査装置に送信される。
このため、複数の被験者の反応信号が視覚検査装置に送信される。視覚検査装置では、各
被験者に送った検査画像データとその被験者から送られた反応信号とが照合され、被験者
の視覚検査が行われる。よって、視覚検査を多人数の被験者に対して並行処理でも、検査
時間を短縮できる。
　請求項２の発明によれば、明るさ調節部によって明るさセンサの明るさデータに合わせ
て、フェイス・マウント・ディスプレイに送信すべき検査画像データの明るさを所望の明
るさに調節することができる。前記明るさデータは、明るさセンサによってフェイス・マ
ウント・ディスプレイに表示される検査画像の明るさを検出したデータであるから、フェ
イス・マウント・ディスプレイに表示される検査画像の明るさを所望の明るさに調節する
ことができる。
　請求項３の発明によれば、視覚検査装置からプロジェクタに検査用画像データが送信さ
れ、プロジェクタによってスクリーン上に検査画像が映し出されるから、検査画像を全て
の被験者に見せることができる。各被験者が反応ボタンを押すと、この反応ボタンから反
応信号が視覚検査装置に送信される。このため、複数の被験者の反応信号が視覚検査装置
に送信される。視覚検査装置では、各被験者に送った検査画像データとその被験者から送
られた反応信号とが照合され、被験者の視覚検査が行われる。よって、視覚検査を多人数
の被験者に対して並行処理でも、検査時間を短縮できる。
　請求項４の発明によれば、検査位置ズレ補正部によって、距離センサとスクリーンとの
間の距離に合わせて検査結果を補正することができる。このため、距離センサを装着した
被験者の検査位置とスクリーンとの間の距離に合わせて検査結果を補正することができる
。
　請求項５の発明によれば、視覚検査位置の明るさ制御部によって、照度計センサで計測
したスクリーンの照度に合わせて、照明の明るさを制御することができる。
　請求項６の発明によれば、反射神経検査部によって、被験者の反射神経機能を検査する
ことができる。
　請求項７の発明によれば、被験者が検査画像を認識してから押ボタンを押すまでの運動
時間を引いた時間を動体視力指標としているから、被験者の反射神経の優劣に関係なく動
体視力を正確に検査できる。
　請求項８の発明によれば、薄明視力検査部によって、被験者の薄明視力を検査すること
ができる。
　請求項９の発明によれば、明るさ順応機能を一体の装置で検査することができる。
　請求項１０の発明によれば、被験者の視覚を検査することができる。
　請求項１１の発明によれば、検査画像データと反応信号とを被験者毎に照合して、複数
の被験者の視覚検査を並列処理することができるから、視覚検査時間を短縮することがで
きる。
　請求項１２の発明によれば、検査画像データと反応信号とを被験者毎に照合して、複数
の被験者の視覚検査を並列処理することができるから、視覚検査時間を短縮することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　　第１実施形態の視覚検査設備の概略構成図である。
【図２】　　第１実施形態の視覚検査設備の事象トレース図である。
【図３】　　視覚検査システム１０のシステム構成図である。
【図４】　　データベース DB2, DB11, DB12, DB31～ DB35の説明図である。
【図５】　　データベース DB4 ～ DB10の説明図である。
【図６】　　視覚検査処理のフローチャートである。
【図７】　　反射神経検査処理のフローチャートである。
【図８】　　静止視力検査処理のフローチャートである。
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【図９】  　動体視力検査処理のフローチャートである。
【図１０】  　薄明視力検査処理のフローチャートである。
【図１１】  　明るさ順応力検査処理のフローチャートである。
【図１２】  　第２実施形態の視覚検査設備の概略構成図である。
【図１３】  　第２実施形態の視覚検査設備の事象トレース図である。
【図１４】  　視覚検査システム 10β  のシステム構成図である。
【図１５】　検査位置補正の原理説明図である。
【符号の説明】
　　１　　視覚検査装置
　　２　　分配器
　　３　　フェイス・マウント・ディスプレイ
　　４　　反応ボタン
　　５　　入力集約装置
　　１０　視覚検査システム
　　１１　明るさ調節プログラム
　　１２　反応信号受信プログラム
　　１３　視力検査プログラム
　　１４　動体視力検査プログラム
　　１５　薄明視力検査プログラム
　　１６　明るさ順応力検査プログラム
　　１７　検査位置補正プログラム
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】
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